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(57)【要約】
【課題】
　カラオケにおいて、使用言語や言語修得度が異なる歌
唱者同士でデュエットを行う際、それぞれの歌唱者に対
して歌詞を読み易くする。
【解決手段】
　男声パートと女声パートを含んだデュエット楽曲用歌
詞データを記憶する記憶手段と、男声パート、女声パー
ト別に、少なくとも一方に対し表音表記形態を指定する
指定手段と、指定手段による表音表記形態の指定に基づ
いて、デュエット楽曲用歌詞データを歌詞表示する歌詞
表示手段とを備えたことを特徴としている。
【選択図】　　　図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　楽曲演奏、並びに、歌詞表示による楽曲再生を行うカラオケ装置であって、
　男声パートと女声パートを含んだデュエット楽曲用歌詞情報を記憶する記憶手段と、
　男声パート、女声パート別に、少なくとも一方に対し表音表記形態を指定する指定手段
と、
　指定手段による表音表記形態の指定に基づいて、デュエット楽曲用歌詞情報を歌詞表示
する歌詞表示手段とを備えたことを特徴とする
　カラオケ装置。
【請求項２】
　表音表記形態は、ローマ字、ひらがな、カタカナ、ハングルのいずれかである
　請求項１に記載のカラオケ装置。
【請求項３】
　混声パートでは、表音表記形態のみにて歌詞表示を行う
　請求項１または請求項２に記載のカラオケ装置。
【請求項４】
　混声パートでは、通常表記形態と表音表記形態の両方で歌詞表示を行う
　請求項１または請求項２に記載のカラオケ装置。
【請求項５】
　混声パートにおける表音表記形態は、通常表記形態のルビとして歌詞表示する
　請求項４に記載のカラオケ装置。
【請求項６】
　指定手段は、再生中の楽曲に対し、入力手段からのユーザ入力により表音表記形態の指
定を可能とする
　請求項１乃至請求項５のいずれか１つに記載のカラオケ装置。
【請求項７】
　指定手段は、楽曲を予約する際、入力手段からのユーザ入力により表音表記形態を指定
する
　請求項１乃至請求項６のいずれか１つに記載のカラオケ装置。
【請求項８】
　ユーザを認証することで個人設定情報を読み出す認証手段を更に備え、
　指定手段は、楽曲を予約する際、読み出されている個人設定情報に基づいて表音表記形
態を指定する
　請求項１乃至請求項７のいずれか１つに記載のカラオケ装置。
【請求項９】
　指定手段は、予約中の楽曲に対し、入力手段からのユーザ入力により表音表記形態を指
定する
　請求項１乃至請求項８のいずれか１つに記載のカラオケ装置。
【請求項１０】
　デュエット楽曲用歌詞情報は、表音表記形態の情報を含む
　請求項１乃至請求項９のいずれか１つに記載のカラオケ装置。
【請求項１１】
　変更手段は、変換辞書を参照して、デュエット楽曲用歌詞情報を指定された表音表記形
態に変更する
　請求項１乃至請求項１０のいずれか１つに記載のカラオケ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、指定された楽曲の演奏、並びに、歌詞表示による楽曲再生を行うカラオケ装
置に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、ＭＩＤＩデータなど演奏情報による演奏を行うと同時に、演奏情報に付随する歌
詞情報に基づいて歌詞表示を行うカラオケ装置が知られている。このカラオケ装置におけ
る歌詞表示では、演奏情報の進行に同期して歌唱すべき歌詞の色を変更し、歌唱者にその
時点で歌唱すべき歌詞を随時指示していくこととなるが、この他にも、フォントデータの
改善を図ったり、歌詞の段組配置を適当なものとするなど、歌唱者のための歌詞の読み易
さが図られている。一方、難しい漢字の読めない子供や、日本語が十分に判読できない外
国人を対象として、歌詞の表示形態の点においても配慮したカラオケ装置も開発されてい
る。
【０００３】
　このような歌詞表示形態に配慮したカラオケ装置として、特許文献１には、オリジナル
、平仮名、カタカナ、ローマ字、英語などの複数の文字種の歌詞情報を記憶しておき、歌
唱者が選択した文字種の歌詞を表示器に表示するカラオケ装置が記載されている。また、
特許文献２には、歌詞などのテロップにリアルタイムでルビを付して表示を行うことを可
能とするＣＤ－Ｉシステムについて記載されている。また、特許文献３には、モニタに表
示する歌詞に付されるルビの表示をユーザの要請により禁止することができるカラオケ装
置が記載されている。また、特許文献４には、歌詞表示信号を翻訳手段を利用してローマ
字、英語、韓国語など複数の言語表記に翻訳し、日本語を読めない人であってもカラオケ
を楽しむことができるカラオケ再生装置が記載されている。また、この特許文献４には、
他の言語表記に翻訳を行うため単独の歌詞表示信号で足り、曲データの容量を小さくまと
めることの開示もみられる。
【０００４】
　このように、各特許文献に記載される従来技術は、複数の文字種、ルビ、言語表記とい
った歌詞の表示形態を考慮したものとなっており、外国人など日本語の判読が十分でない
歌唱者に対する歌詞の読み易さの改善が図られたものとなっている。
【特許文献１】特開平４－１３２８８号公報
【特許文献２】特開平４－１７８９７２号公報
【特許文献３】特開平７－１４０９９２号公報
【特許文献４】特開２００１－５４６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　カラオケにおいては、１人で歌唱を楽しむソロ楽曲のほか、男女で一緒に歌唱を楽しむ
デュエット楽曲が知られている。近年の国際化に伴い、スナックなどのナイト店などでは
、外国人と一緒にデュエットを行う機会が増えている。その際、日本語の判読が十分でな
い外国人にとっては、漢字の混入した歌詞はもとより、ひらがなやカタカナ部分について
も判読して歌唱することが困難な状況が見受けられる。
【０００６】
　このような状況において、特許文献１に記載されている複数の文字種による歌詞の表示
切替機能を付加すれば、日本語を未習熟な外国人に対しては、読み易い歌詞表示形態を提
供できることとなる。しかしながら、特許文献１に記載のカラオケ装置では、複数人で歌
唱するデュエット楽曲について考慮したものとはなっていないため、デュエット楽曲に特
許文献１に記載の発明を適用しただけでは、楽曲中の全ての歌詞に対して一律に歌詞の表
示形態を変更することとなってしまう。例えば、デュエット楽曲において、ローマ字に表
示形態を変更した場合には、歌唱する全ての歌詞がローマ字となってしまい、日本語の判
読が十分でない歌唱者に対しては発音可能となる一方、一緒に歌唱を行う日本語習熟度の
高い歌唱者に対しては非常に読みにくいものとなってしまう。特許文献２乃至特許文献４
においても、特許文献１と同様、デュエット楽曲に対して考慮することについての開示は
みられない。



(4) JP 2010-60628 A 2010.3.18

10

20

30

40

50

【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、外国人など使用言語が異なる歌唱者間、あるいは、言語修得度が異なる歌唱
者間でデュエットを行う際の不都合を解決するため、それぞれの歌唱者に応じた表示形態
にて歌詞表示を行うことができるカラオケ装置を提供するものである。
【０００８】
　そのため、請求項１に係るカラオケ装置は、楽曲の演奏、並びに、歌詞表示による楽曲
再生を行うカラオケ装置であって、男声パートと女声パートを含んだデュエット楽曲用歌
詞データを記憶する記憶手段と、男声パート、女声パート別に、少なくとも一方に対し表
音表記形態を指定する指定手段と、指定手段による表音表記形態の指定に基づいて、デュ
エット楽曲用歌詞データを歌詞表示する歌詞表示手段とを備えたことを特徴とするもので
ある。
【０００９】
　さらに、請求項２に係るカラオケ装置は、請求項１に記載のカラオケ装置において、表
音表記形態は、ローマ字、ひらがな、カタカナ、ハングルのいずれかであることを特徴と
するものである。
【００１０】
　さらに、請求項３に係るカラオケ装置は、請求項１または請求項２に記載のカラオケ装
置において、混声パートでは、表音表記形態のみにて歌詞表示を行うことを特徴とするも
のである。
【００１１】
　さらに、請求項４に係るカラオケ装置は、請求項１または請求項２に記載のカラオケ装
置において、混声パートでは、通常表記形態と表音表記形態の両方で歌詞表示を行うこと
を特徴とするものである。
【００１２】
　さらに、請求項５に係るカラオケ装置は、請求項４に記載のカラオケ装置において、混
声パートにおける表音表記形態は、通常表記形態のルビとして歌詞表示することを特徴と
するものである。
【００１３】
　さらに、請求項６に係るカラオケ装置は、請求項１乃至請求項５のいずれか１つに記載
のカラオケ装置において、指定手段は、再生中の楽曲に対し、入力手段からのユーザ入力
により表音表記形態の指定を可能とすることを特徴とするものである。
【００１４】
　さらに、請求項７に係るカラオケ装置は、請求項１乃至請求項６のいずれか１つに記載
のカラオケ装置において、指定手段は、楽曲を予約する際、入力手段からのユーザ入力に
より表音表記形態を指定することを特徴とするものである。
【００１５】
　さらに、請求項８に係るカラオケ装置は、請求項１乃至請求項７のいずれか１つに記載
のカラオケ装置において、ユーザを認証することで個人設定情報を読み出す認証手段を更
に備え、指定手段は、楽曲を予約する際、読み出された個人設定情報に基づいて表音表記
形態を指定することを特徴とするものである。
【００１６】
　さらに、請求項９に係るカラオケ装置は、請求項１乃至請求項８のいずれか１つに記載
のカラオケ装置において、指定手段は、予約リスト中、入力手段からのユーザ入力により
表音表記形態を指定することを特徴とするものである。
【００１７】
　さらに、請求項１０に係るカラオケ装置は、請求項１乃至請求項９のいずれか１つに記
載のカラオケ装置において、デュエット楽曲用歌詞情報は、表音表記形態の情報を含むこ
とを特徴とするものである。
【００１８】
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　さらに、請求項１１に係るカラオケ装置は、請求項１乃至請求項１０のいずれか１つに
記載のカラオケ装置において、変更手段は、変換辞書を参照して、デュエット楽曲用歌詞
データを指定された表音表記形態に変更することを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、使用言語、或いは、言語修得度が異なる歌唱者同士が一緒にデュエッ
トを楽しむ際、それぞれの歌唱者に応じた表示形態にて歌詞表示を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照しながら説明を行う。図１は、本発明の実施形態
に係るカラオケシステムの実施形態を示した図であって、１つの店舗に複数のコマンダが
設置されたカラオケボックスとしての営業形態を示している。
【００２１】
　図１において、５０は通信網、６０はルータ、７０は無線アクセスポイント、１００は
ホスト装置、２００はリモコン装置、３００はコマンダをそれぞれ示している。本実施形
態において、各コマンダ３００はｒｏｏｍ１～ｒｏｏｍ４毎に１台ずつ配置され、リモコ
ン装置２００から指示された楽曲を再生する。例えば、コマンダ１が設置されるｒｏｏｍ
１では１台のリモコン装置１が配置され、コマンダ１はリモコン装置１からの楽曲指示を
受け付ける。また、コマンダ４が設置されるｒｏｏｍ４では２台のリモコン装置４－１、
４－２が配置され、コマンダ４は、リモコン装置４－１、４－２のどちらからも楽曲リク
エストを受け付ける。なお、楽曲の指示は、リモコン装置２００のみならず、各コマンダ
３００のフロントパネルに設けられた入力部からも可能となっている。
【００２２】
　各コマンダ３００は、ＬＡＮを介してルータ６０と接続されており、ルータ６０はイン
ターネット回線などの通信網５０を介してホスト装置１００に通信接続される。このよう
な通信接続により、各コマンダ３００は、ホスト装置１００から楽曲情報や、プログラム
などの各種配信を受けることができると共に、ホスト装置１００では各コマンダ３００の
利用履歴管理や各利用者の会員サービス管理を行うことが可能となっている。
【００２３】
　ＬＡＮ上には、無線アクセスポイント７０が接続されており、各リモコン装置２００と
無線通信可能に設定されている。このように設定することで、各リモコン装置２００は予
め対応付けられたコマンダ３００と通信可能となる。また、各リモコン装置２００は、コ
マンダ３００のみならず、通信網５０を介してホスト装置１００との通信も可能となる。
ホスト装置１００は、ユーザがログインしているリモコン装置２００に対して会員サービ
スを提供することができる。
【００２４】
　会員サービスは、各会員の個人設定情報をホスト装置１００で管理することで、利用者
がどのリモコン装置２００からログインしても、各利用者に対して各種サービスを提供す
ることができるサービスである。この会員サービスには、例えば、個人設定情報にユーザ
の予約履歴を記録しておくことで、再来店した場合に自分の予約履歴を参照可能としたり
、ユーザが気に入った歌手を個人設定情報に登録しておくことでその歌手の持ち歌を参照
可能としたり、登録しておいた十八番を参照可能としたり、採点履歴に基づいて他の利用
者と得点を競ったりすることなどが考えられる。
【００２５】
　本実施形態では、ＬＡＮを介して接続された複数のコマンダ３００による、いわゆるカ
ラオケボックスとしての営業形態を説明したが、スナックなどのナイト店では、１台のコ
マンダ３００に対して、１台乃至複数台のリモコン装置２００が設置される構成が採用さ
れる営業形態となる。
【００２６】
　次に、カラオケ装置の一構成となるコマンダ３００についてより詳しく説明する。図２
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は本発明の実施の形態に係るコマンダ３００及びその周辺のブロック構成を示す図である
。３０１は制御部、３０２は通信部、３０３はフロントパネル表示部、３０４は表示制御
部、３０５は記憶部、３０６は入力部、３０７は音源部、３０８はミキシング部、４０１
はアンプ、４０２はスピーカー、４０３はマイクロフォン、４０４はディスプレイをそれ
ぞれ示している。
【００２７】
　コマンダ３００には、ＣＲＴやＴＦＴ等の映像表示装置としてのディスプレイ４０４、
音声増幅装置としてのアンプ４０１、音声入力手段としてのマイクロフォン４０３が接続
されている。コマンダ３００におけるカラオケ楽曲の再生信号は、アンプ４０１へ送出さ
れスピーカー４０２から演奏音が得られる。一方、カラオケ楽曲の再生に同期した歌詞映
像は、背景映像と重畳され、出力映像信号としてディスプレイ４０４に出力される。ユー
ザは、演奏音と歌詞映像に合わせてマイクロフォン４０３を用いて歌唱を行う。
【００２８】
　制御部３０１は、コマンダ３００におけるシステム全体の制御を司る。ハードディスク
などの記憶部３０５には、楽曲情報、映像情報、各種プログラムなどが記憶されている。
通信部３０２は、周知規格の有線ＬＡＮなどが用いられ、リモコン装置２００との間で各
種制御命令の送受信を可能としている。また、ホスト装置１００との間で楽曲情報や個人
設定情報など各種情報の送受信を可能としている。
【００２９】
　入力部３０６は、フロントパネルなどに設けられた各種スイッチ群であり、予約選曲、
音程コントロールなど各種機能を手動設定可能としている。表示制御部３０４は、制御部
３０１と連携し、記憶部３０５に記憶されている楽曲情報中の歌詞情報に基づいて歌詞映
像を作成する。そして、映像情報に基づいて背景映像を作成し、背景映像に歌詞映像を重
畳した出力映像信号をディスプレイ４０４に出力する表示制御を行う。その他、表示制御
部３０４は、各種コンテンツ、広告情報などをディスプレイ４０４にて表示するための表
示制御を行う。
【００３０】
　音源部３０７は、ＭＩＤＩ、ＰＣＭ、ＭＰＥＧなど、各種規格に基づいた楽曲情報に基
づいて楽音信号を形成する再生手段として機能する。この音源部３０７では、単一規格の
楽曲情報のみならず、ＭＩＤＩとＰＣＭなどの複数規格を含む楽曲情報を同時に扱うこと
も可能である。例えば、ＭＩＤＩにて伴奏を再生すると同時に、ＰＣＭ、あるいは、ＭＰ
ＥＧにて模範歌唱、バックコーラス、あるいは、録音音声情報を再生することができる。
ミキシング部３０８は、音源部３０７で形成した楽音信号と、マイクロフォン４０３から
入力される歌唱者の歌唱音声信号を適宜なバランスで混合する。混合された信号はアンプ
４０１に出力されてスピーカー４０２から放音出力される。以上、コマンダ３００の主要
構成について説明したが、ＩＲ信号を送受信可能とする通信部をさらに設け、ＩＲ信号を
利用する従来のリモコン装置からの制御命令に対応できる構成を採用してもよい。
【００３１】
　次に、本発明の指定手段としての一実施形態であるリモコン装置２００について説明す
る。図３は、リモコン装置２００の外観（正面図）を示したものであり、筐体中央にはタ
ッチパネル２０７が配置され、ユーザに対して各種表示を行うと共に、スタイラス４０５
あるいは指を接触させることによるユーザ入力を受け付ける。本実施形態では、このタッ
チパネル２０７のみを利用したものとなっているが、この実施形態に限るものではなく、
例えば、表示部と各種キーにてユーザ入力を受け付ける形態や、各種キーのみで構成され
る周知のリモコン形態などが採用できる。
【００３２】
　タッチパネル２０７の右上には認証手段としての指紋読取部２０３が設けられる。この
指紋読取部２０３上にユーザが指をスライドさせることで指紋が読み取られる。読み取ら
れた指紋は適宜アルゴリズムで特徴が抽出され指紋情報に変換される。認証手段はこの形
態に限るものではなく、各種生体認証や、ＩＤとパスワードによる各種のものが採用可能



(7) JP 2010-60628 A 2010.3.18

10

20

30

40

50

である。
【００３３】
　図４は、リモコン装置のブロック構成を示した図であって、２０１はリモコン制御部、
２０２はリモコン通信部、２０３は指紋読取部、２０４はリモコン記憶部、２０５はリモ
コン表示部、２０６はタッチ式センサを示している。タッチ式センサ２０６は透明であっ
てリモコン表示部２０５の表面に配置され、両者にてタッチパネル２０７を構成する。
【００３４】
　リモコン制御部２０１はリモコン装置２００全体の制御を司る。リモコン記憶部２０４
には、ＲＡＭなど各種メモリやハードディスクが用いられ、楽曲選択のための楽曲リスト
やサービス処理を行う際に必要となる個人設定情報などが格納される。
【００３５】
　タッチ式センサ２０６は、利用者の指やスタイラスなどの接触による入力操作を可能と
している。タッチ式センサ２０６による入力を可能とするため、リモコン表示部２０５に
はタッチ式センサ２０６に対する制御と連動した表示画像が表示されるようにプログラム
されている。なお、入力手段としては、タッチ式センサ２０６に限定されるものではなく
、例えば、キーボード、カーソルキーなどの機械的な入力手段を採用してもよい。
【００３６】
　リモコン通信部２０２は、無線アクセスポイント７０との間で、例えば、無線ＬＡＮ規
格（IEEE802.11a/b/gなど）による無線通信を行う。このリモコン通信部２０２にて、リ
モコン装置２００は、コマンダ３００やホスト装置１００との通信を行う。なお、このリ
モコン通信部２０２は、例えば、Bluetooth規格（登録商標）により実現することもでき
る。その場合、受け手側のコマンダ３００側に設けられた同規格の通信部により、リモコ
ン装置２００とコマンダ３００は無線通信を行う。更に、リモコン装置２００はコマンダ
３００を経由してホスト装置１００との通信を行うこととなる。
【００３７】
　リモコン装置２００からコマンダ３００に対する楽曲指定などの各種コマンドは、この
通信部２０２を介して送信される。すなわち、リモコン装置２００は、ＬＡＮ上に配置さ
れた無線アクセスポイント７０と無線通信を行うこととなるが、コマンダ３００とリモコ
ン装置２００が予め対応付けられているため、コマンダ３００は自分に対する各種コマン
ドを判別することができる。
【００３８】
　指紋読取部２０３で読み取られた指紋情報はホスト装置１００との間で行われる認証処
に用いられ、認証に成功したユーザはログインユーザとして各種サービスの提供を受ける
ことが可能となる。なお、ユーザによってはログインのための認証方法として、指紋認証
を好まない場合がある。そこで、本実施形態におけるカラオケシステムでは、この指紋読
取部２０３を利用した認証と、タッチパネル２０７からのユーザＩＤと、パスワードを入
力することによる認証を選択できるようになっている。
【００３９】
　以上、本システムにおけるハードウェア構成を説明したが、次に、これらハードウェア
構成を利用したデュエットのための歌詞表示について説明を行う。まず、楽曲再生中に歌
詞表示形態を変更する実施形態について図５～図１１を用いて説明を行う。図５は従来か
ら用いられているソロ楽曲用、そして、デュエット楽曲用の楽曲情報構成を示した図であ
り、図６は本発明の実施形態に係る各種楽曲情報の構成を示した図であり、図７は本発明
の実施形態に係るリモコン画面を示した図であり、図８は本発明の実施形態に係る歌詞表
示処理を示した図であり、図９はデュエット楽曲における歌詞の一部分を示した図であり
、図１０は本発明の実施形態に係る男声パート、女声パートの歌詞表示例を示した図であ
り、図１１は本発明の実施形態に係る混声パートの歌詞表示例を示した図である。
【００４０】
　図５は、従来から用いられる楽曲情報の構成を模式的に示した図である。楽曲情報はコ
マンダ３００内の記憶部３０５に格納され、コマンダ３００の入力部３０６、あるいは、
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リモコン２００での各種指定により読み出され、演奏情報と歌詞情報が同期を取って再生
される。本実施形態では、楽曲情報と歌詞情報とを一体に構成されたものを示しているが
、演奏情報と歌詞情報を別構成とし、楽曲ＩＤなどで互いに対応付けた構成としてもよい
。
【００４１】
　図５（ａ）は、１人で歌唱する一般的なソロ楽曲用の楽曲情報構成を示した図であり、
楽曲情報は、楽曲情報インデックス、演奏情報、歌詞情報を含んで構成される。楽曲情報
インデックスには、楽曲を特定するための楽曲ＩＤ、楽曲名、歌手名など楽曲に関する情
報が格納される。演奏情報には、ＭＩＤＩ、ＰＣＭ、ＭＰＥＧなど各種規格が採用可能で
あり、単一の規格により構成することも、複数の規格を併存させて構成することが可能で
ある。この演奏情報は音源部３０８にて演奏音として再生される。
【００４２】
　歌詞情報は、演奏と同期して歌詞をディスプレイ４０４に表示するための情報であり、
文字コード、歌詞フレーズ毎の表示位置、表示／消去タイミング、そして、歌詞文字の色
変えタイミングなどを含んで構成される。図５（ａ）、（ｂ）のように、従来から用いら
れている楽曲情報の歌詞情報には漢字を含んだ通常表記のための文字コードが用いられ、
楽曲の再生時、ディスプレイ４０４には漢字混じりの歌詞が表示される。また、前述の特
許文献２、特許文献３に開示されているように漢字に対するルビの文字コードを含めて、
歌詞情報をルビ付き表示するようにしてもよい。
【００４３】
　図５（ｂ）は、男女で一緒に歌唱するデュエット楽曲用の楽曲情報構成を示した図であ
り、楽曲情報は、ソロ楽曲用のものと同様、楽曲情報インデックス、演奏情報、歌詞情報
を含んで構成される。歌詞情報は、ソロ楽曲用のものと多少異なり、男女それぞれが歌唱
する男声パート、女声パート、男女が一緒に歌唱する混声パートを判別できるように、男
声パート、女声パート、混声パートで表示色を異ならせたり、表示する歌詞フレーズの頭
にどちらが歌唱するかを示すメッセージやアイコンなどを表示するように構成されている
。デュエット楽曲では、このような構成を採用することで、歌唱者は迷うことなく自分の
性別に対応する歌唱パートを判別できる。
【００４４】
　では、次に図６を用い、歌詞表示形態を表音表記形態に変更可能とする楽曲情報構成に
ついて説明する。図６中（ｄ）、（ｅ）が、本発明の実施形態に係るデュエット楽曲用の
楽曲情報構成となっている。
【００４５】
　図６（ｃ）は、１人で歌唱するソロ楽曲用の楽曲情報構成を示した図である。図５（ａ
）のソロ楽曲用楽曲情報と同様、楽曲情報インデックス、演奏情報を含んで構成されてい
るが、歌詞情報については、漢字を含む通常表記のための歌詞情報１と、ローマ字表記の
ための歌詞情報２の２種類で構成される。どちらの歌詞情報も、文字コード、歌詞フレー
ズ毎の表示位置、表示／消去タイミング、そして歌詞文字の色変えタイミングを含んで構
成されることとなるが、歌詞情報２の文字コードは、歌詞情報１のローマ字表記形態とな
っている。歌詞フレーズ毎の表示位置、表示／消去タイミング、歌詞文字の色変えタイミ
ングは、歌詞情報１と歌詞情報２とでは文字数が相違するため、それぞれ個別に設定され
ることとなる。また、楽曲情報インデックスには、楽曲ＩＤなどに加え、楽曲情報がソロ
楽曲用であって、ローマ字変更可能であることを示す歌詞形態フラグａが付与されている
。
【００４６】
　図６（ｄ）は、男女で一緒に歌唱するデュエット楽曲用の楽曲情報構成を示した図であ
る。本楽曲情報の構成は、男声パート、女声パートのどちらについても個別にローマ字表
記に変更可能な構成となっている。図５（ｂ）のデュエット楽曲用楽曲情報と異なる点は
、楽曲情報については、ローマ字表記のための歌詞情報２の２種類を含んで構成される点
である。この楽曲情報構成により、男声パートのみ、女声パートのみ、あるいは、両方の
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パートをローマ字表記へ変更することが可能となる。歌詞情報１、２が含む歌詞フレーズ
毎の表示位置、表示／消去タイミング、歌詞文字の色変えタイミングは、それぞれ個別に
設定される。この楽曲情報インデックスには、男女パート共にローマ字変更可能とする歌
詞形態フラグｄが付与されている。
【００４７】
　図６（ｅ）は、図６（ｄ）と同様、デュエット楽曲用の楽曲情報構成を示した図である
。図６（ｄ）の楽曲情報が男声パート、女声パートの両方についてローマ字表記へ変更す
ることができるのに対し、図６（ｅ）の楽曲情報は、女声パートのみローマ字表記へ変更
することができる点で異なっている。この楽曲情報は、女声パートに対して歌詞表示形態
の変更ニーズが高い楽曲に適しており、楽曲情報作成における手間の削減、歌詞情報の容
量削減、両パートを選択することに比してユーザの選択が容易となるといった効果もある
。この楽曲情報インデックスには、女声パートのみローマ字変更可能であることを示す歌
詞形態フラグｃが付与されている。なお、男声パートのみローマ字変更可能とする歌詞情
報には歌詞形態フラグｂが付与されることとなる。
【００４８】
　以上、本発明の実施形態に係る楽曲情報を含む各種楽曲情報の構成について説明したが
、次に、この楽曲情報に基づく歌詞表示処理、特に、楽曲情報再生中において歌詞表示形
態を指定した場合の歌詞表示処理について図７～図１１を用いて説明する。図７は本発明
の実施形態に係るリモコン画面を示した図であり、図８は本発明の実施形態に係る歌詞表
示処理を示した図であり、図９はデュエット楽曲における歌詞の一節を示した図であり、
図１０は本発明の実施形態に係る男声パート、女声パートの歌詞表示例を示した図であり
、図１１は本発明の実施形態に係る混声パートの歌詞表示例を示した図である。
【００４９】
　図７は、リモコン装置２００にて表示されるリモコン画面を示した図である。リモコン
装置２００は、モードを選択することでリモコン画面をタッチパネル２０７上に表示し、
従来の機械式スイッチを用いたリモコン装置同様の機能を実現する。図中、５０１は対象
機選択タグ、５０２はテンキー、５０３は楽曲番号表示欄、５０４は再生操作スイッチ群
、５０５は音程変更スイッチ、５０６は速度変更スイッチ、５０７は歌詞表示形態変更ス
イッチを示している。
【００５０】
　対象機器選択タグ５０１は、遠隔操作の対象となる各種機器を選択可能とするタグであ
り、図ではカラオケ（コマンダ３００）が選択された状態となっている。この対象機器選
択タグ５０１で機器を選択することで、選択した機器に応じたリモコン画面が表示される
。テンキー５０２は楽曲ＩＤとしての楽曲番号を入力するためのスイッチ群であり、ここ
で入力された数字は楽曲番号表示欄５０３に表示され、「セット」キーを選択することで
コマンダ３００に楽曲番号が転送される。コマンダは転送されてきた楽曲番号を予約リス
ト上で管理し、順次楽曲の再生を行う。また、「クリア」キーを選択すると楽曲番号表示
欄５０３に表示されている楽曲番号が消去される。
【００５１】
　再生操作スイッチ群５０４は、現在再生されている楽曲に対して各種指示を行うための
スイッチ群であって、一時停止、早戻しなど、そのスイッチに表記されている指示をコマ
ンダ３００に送信する。音程変更スイッチ５０５は、現在再生されている楽曲の音程を変
更するためのスイッチであって、音程の上下変更や、標準音程、原曲の音程への変更が可
能である。また、速度変更スイッチ５０６は、現在再生されている楽曲の速度を変更する
ためのスイッチであって、速度（テンポ）の上下変更や、標準速度への変更が可能である
。
【００５２】
　歌詞表示形態変更スイッチ５０７は、現在再生されている楽曲に対して歌詞表示形態の
変更指示を行うためのスイッチであり、本実施形態では男声パート、女声パートを持つデ
ュエット用楽曲情報に対応できるよう「歌詞変更」、「歌詞変更（サブパート）」の２つ
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のスイッチで構成される。例えば、図６（ｃ）に示すソロ楽曲用の楽曲情報構成では「歌
詞変更」スイッチを操作する毎、通常表記とローマ字表記に歌詞表示形態の変更が指示さ
れる。また、図６（ｄ）に示す男女両パート共に歌詞表示形態を変更可能とする場合には
、例えば「歌詞変更」スイッチが操作された場合は男声パートの歌詞表示形態を変更し、
「歌詞変更（サブパート）」スイッチが操作された場合は女声パートの歌詞表示形態を変
更するよう設定されている。図６（ｅ）に示す女声パートのみに対応する場合には「歌詞
変更」スイッチを操作する毎、女声パートの歌詞表示形態を変更するように設定されてい
る。
【００５３】
　本実施形態では、歌詞表示形態は通常表記とローマ字表記の２種類をトグル的に変更す
る構成としたが、３種類以上の表示形態を採用する場合にも同様にスイッチを選択する毎
に表示形態を変更する構成を採用することができる。なお、歌詞表示形態の変更指示は、
サブ画面、別画面、プルダウンメニューなどで行うようにしてもよい。
【００５４】
　また、本実施形態のリモコン装置２００は、コマンダ３００と相互に通信を行うことが
できるため、その通信機能を生かして、歌詞表示形態変更スイッチ５０７を再生中の楽曲
に適するように可変表示するようにしてもよい。具体的には、コマンダ３００側で現在再
生中の楽曲情報の楽曲情報インデックスに含まれる歌詞形態フラグをリモコン２００で受
信し、歌詞形態フラグに適合したスイッチ群を表示する。このようにリモコン画面を楽曲
に適合して変化させることでユーザは、どのように歌詞表示形態を変更できるのか的確に
把握できる。コマンダ３００から現在再生中の楽曲情報の歌詞形態フラグを送信すること
に代え楽曲ＩＤを送信してもよい。その場合には、リモコン装置２００側で楽曲リストを
参照して歌詞形態フラグを判別することとなる。
【００５５】
　図８はコマンダ３００での歌詞表示処理を示した図である。本発明における記憶手段と
しての記憶部３０５に記憶された歌詞情報は、制御部３０１にて読み出され、表示制御部
３０４において画像情報に変換されディスプレイ４０４に歌詞表示される。その際、制御
部３０１では、各種指定手段による歌詞表示形態の指定に対応した歌詞情報が読み出され
、ディスプレイ４０４上には指定された歌詞表示形態にて歌詞表示される。すなわち、制
御部３０１と表示制御部３０４の機能連携により本発明における歌詞表示手段を実現して
いる。
【００５６】
　図９はデュエット楽曲における歌詞の一部分を示した図であって、上から女声パート、
男声パート、混声パートにおける漢字を含んだ通常表記における歌詞を示している。この
歌詞の上から２行分がディスプレイ４０４に表示されている歌詞表示例を図１０に示す。
図１０は女声パートが表音表記形態としてのローマ字表記に指定されている場合であって
、図に示すよう女声パート６０１がローマ字表記で表示され、男声パート６０２が通常表
記で表示されたものとなっている。また、図には示していないが、男声パート６０２と女
声パート６０１とは異なる色で表示されており、歌唱者はどちらの歌唱パートであるかを
判別できるように表示されている。このように、デュエット楽曲の歌詞表示において、男
声パート、女声パート別に、少なくとも一方に対し表音表記形態で歌詞表示することがで
きるため、使用言語や言語修得度が異なる歌唱者同士であってもデュエット歌唱を楽しむ
ことができる。
【００５７】
　次に、図１１を用いて男声と女声を同時に発声する混声パートの歌詞表示について説明
する。図１１（Ａ）～図１１（Ｃ）は、それぞれ混声パート６０５の歌詞表示例であって
、このうちいずれかのものが採用される。図１１（Ａ）は、混声パートについて通常表記
とローマ字表記の両者を併存させた例である。各歌唱者は自分の判読力に応じた通常表記
、あるいは、ローマ字表記を見ながら歌唱できる。
【００５８】
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　しかしながら、この形態では通常表記と歌詞表記それぞれについて文字の色変えを行う
必要があるため、コマンダ３００の処理負担は大きくなる。この処理負担ついて考慮した
形態が図１１（Ｂ）と図１１（Ｃ）である。図１１（Ｂ）は、混声パート６０５の通常表
記を省略したものとなっている。この形態は、通常表記を判読できる歌唱者であれば、表
音表記も判読できるという前提のもと提案された形態であり、色変えについてもローマ字
表記だけを行えばよいため、コマンダ３００の処理負担を軽減することができる。
【００５９】
　図１１（Ｃ）は、混声パート６０５のローマ字表記を通常表記のルビとして表示する形
態である。この形態では図１１（Ａ）と同様、歌唱者は自分の判読力に応じた歌詞表記に
従って歌唱することができる。この場合、ローマ字表記部分は通常表記に比してドット数
の少ない画像となるため、コマンダ３００での処理負担を軽減できる。さらに、ルビ部分
について色変えを省略したり、通常表記部分の色変えをローマ字表記部分に適用すること
で処理を軽減してもよい。
【００６０】
　以上、本発明の実施形態に係る歌詞表示処理、特に、指定手段として、リモコン画面の
ように楽曲情報再生中における歌詞表示形態を指定する場合について説明したが、次に、
この指定手段の各種形態について図１２～図２１を用いて説明する。まず、楽曲を予約す
る際のユーザによる歌詞表示形態の指定について図１２～図１６を用いて説明する。
【００６１】
　図１２はリモコン記憶部２０４に記憶される楽曲リストであって、タッチパネル２０７
上で楽曲指示を行うための各種情報が各楽曲毎に掲載されている。この楽曲指示を行うた
めの各種情報として楽曲ＩＤ、楽曲名、歌手名、唄い出しなどが採用されることとなるが
、図６の楽曲情報インデックスに含まれる歌詞形態フラグを採用してもよい。この歌詞形
態フラグを楽曲リストに含めることで、歌詞形態変更時においてユーザ入力を補助するこ
とが可能となる。この点については後ほど説明を行う。
【００６２】
　図１３はタッチパネル２０７上に表示される選曲画面であり、ユーザによるタッチパネ
ル２０７上でのモード選択に応じて、この選曲画面が表示される。５０８は検索ワード入
力欄、５０９は検索スイッチ、５１０は検索モードスイッチ、５１１は楽曲表示欄、５１
２は移動スイッチを示している。
【００６３】
　ユーザは、図示しないソフトキーボードなどで、検索ワード入力欄５０８に検索ワード
を入力した後、検索スイッチ５０９を選択することで楽曲を検索することができる。検索
モードスイッチ５１０には、楽曲名順と歌手名順の２つのスイッチがあり排他的に選択可
能となっている。楽曲名順のスイッチを選択すると、検索モードスイッチ５１０の下に表
示されているあいうえお順のタブは楽曲名に対応し、歌手名順を選択すれば歌手名に対応
したものとなる。ユーザはあいうえお順のタブを選択すると共に、移動スイッチ５１２で
ページを切り換えることで楽曲表示欄５１１を参照し楽曲を検索できる。
【００６４】
　図１３の選曲画面で所望の楽曲表示欄５１１を選択すると、図１４の楽曲詳細画面が表
示され、選択した楽曲の詳細情報が表示される。ユーザは楽曲を確認した後、演奏予約を
行うこととなる。この楽曲詳細画面には、歌手名表示欄５１３、楽曲名表示欄５１４、唄
い出し表示欄５１５が設けられ楽曲に関する各種情報が表示される。一方、ログインして
ホスト装置１００から個人設定情報を読み出したログインユーザに対しては、マイアーテ
ィスト追加スイッチ５１６、マイソング追加スイッチ５１７の利用が可能となる。これら
スイッチを選択することで当該歌手、あるいは、当該楽曲を個人設定情報に登録すること
ができる。ユーザは自分の個人設定情報に登録した楽曲、あるいは、歌手に基づいて検索
可能となる。
【００６５】
　歌詞形態指定スイッチ欄５１８には、歌詞表示形態を指定する指定選択肢が表示される
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。例えば、ソロ楽曲用での指定と、デュエット楽曲における男声パートの指定を兼用した
ラジオボタンと、デュエット楽曲における女声パートの指定を行うラジオボタンが指定選
択肢として表示される。なお、このラジオボタンの形態に限ることなくプルダウンメニュ
ーなど各種形態の指定選択肢を採用することができる。
【００６６】
　歌詞形態指定スイッチ欄５１８には、図１２の楽曲リストに掲載された歌詞形態フラグ
を参照して各楽曲に応じた指定選択肢を表示するようにしてもよい。具体的には、歌詞表
示形態の変更に対応していない楽曲は図１５（１）に示すように指定選択肢を表示せず、
歌詞表示形態の変更に対応する楽曲は、それぞれ図１５（２）～（５）に示すように歌詞
表示形態の変更に応じた指定選択肢を表示する。
【００６７】
　楽曲詳細画面にて歌唱する楽曲を決定したユーザは、予約スイッチ５１９を選択するこ
とで楽曲の予約を行う。予約スイッチ５１９がユーザにより選択されると、当該楽曲の楽
曲ＩＤを含んだ予約コマンドがコマンダ３００に送信される。その際、歌詞表示形態の指
定があれば、後述する歌詞表示指定フラグを予約コマンドに含めて送信する。コマンダ３
００は、受信した楽曲ＩＤ、あるいは、楽曲ＩＤと歌詞表示指定フラグの対からなる予約
コマンドを予約リストのエントリーに追加して楽曲情報を再生管理する。さらにログイン
ユーザによる予約の場合にはユーザＩＤを含め、予約リストを変更する場合にユーザ別の
管理ができるようにしてもよい。
【００６８】
　図１６はこの予約リストを示した図であり、各予約番号に対応して、予約日時、楽曲Ｉ
Ｄ、歌詞表示形態指定フラグ、ユーザＩＤが対応付けられたエントリーが掲載されている
。コマンダ３００は、この予約リスト上で再生ポインタを順次進め、楽曲ＩＤに対応する
楽曲情報の再生を行う。また、この予約リストのエントリーには、楽曲ＩＤに歌詞表示指
定フラグが対応付けられており、この歌詞表示指定フラグに応じて歌詞表示形態を変更し
て歌詞表示を行う。このように予約リスト中で歌詞表示形態を管理することで、楽曲再生
開始時点において所望の歌詞表示形態が選択されている状態となり、ユーザは楽曲再生中
に歌詞表示形態を変更する煩わしさがない。
【００６９】
　歌詞表示指定フラグは“００”、“０１”、“１０”、“１１”の４種類があり、“０
０”は歌詞表示形態の指定無し、“０１”はソロ楽曲におけるローマ字表記、あるいは、
デュエット楽曲における男声パートのローマ字表記、“１０”はデュエット楽曲における
女声パートのみのローマ字表記、“１１”はデュエット楽曲における男声パート、女声パ
ート両方のローマ字表記を示すフラグとなっている。図中、予約番号５３はソロ楽曲にお
いてローマ字表記が指定されたエントリーを示し、予約番号５４はデュエット楽曲におい
て男声パートがローマ字表記指定されたエントリーを示し、予約番号５５はデュエット楽
曲において女声パートがローマ字表記指定されたエントリーを示している。このような予
約リストでの歌詞表示指定フラグによる管理により、ユーザは楽曲予約時に歌詞表示形態
を指定することができる。
【００７０】
　次に、指紋読取部２０３などによる認証手段を利用してユーザを認証し、ホスト装置１
００から取得した当該ユーザの個人設定情報に基づく歌詞表示形態の指定について、図１
７～図１９を用いて説明を行う。図１７、図１８はどちらも歌詞表示形態の確認、設定を
行う個人設定画面であって、各図中、機能選択スイッチ５２０によって機能種別の選択を
行うことが可能となっている。図１７は歌詞表示形態の確認設定を行う状態、図１８は個
人情報の確認設定を行う状態を示している。
【００７１】
　図１７の個人設定画面の状態では、歌詞設定スイッチ５２１が表示され、通常表記と、
ローマ字表記を選択設定することができる。設定されたスイッチは、図に示される「ロー
マ字」スイッチのように反転表示される。ここで設定された歌詞表示形態がログインユー
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ザのデフォルトとなる。例えば、ローマ字に設定したログインユーザが、歌詞形態フラグ
をａとするソロ楽曲を予約する場合には、当該楽曲についてはローマ字表記が指定される
こととなる。このように、予め個人設定情報に歌詞表示形態を指定しておくことで、自動
的にユーザにあった歌詞表示形態を指定することができる。
【００７２】
　図１８の個人設定画面の状態では、ユーザＩＤ、パスワード、誕生日、ニックネーム、
性別などユーザの各種個人情報を確認、設定することができる。性別設定スイッチ５２３
を選択することでユーザは自分の性別を設定できる。個人設定情報に基づくデュエット楽
曲における歌詞表示形態の自動指定では、図１７の歌詞表示形態の指定に加え、この性別
設定が条件として加えられる。すなわち、デュエット楽曲の場合には、男声パート、女声
パートがあるため、この性別設定を条件に加えることで、自分の歌唱パートについての歌
詞表示形態を設定することができる。具体的には、図１７に図示するローマ字表記であっ
て、図１８に図示する性別が女性が設定されている場合には、予約するデュエット楽曲に
おいて女声パートはローマ字表記として指定される。このように、自分の歌唱パートのみ
に限られることとなるが、個人設定情報の歌詞表示形態と、性別の設定に基づいてデュエ
ット楽曲の歌詞表示形態を指定することができる。
【００７３】
　次に、個人設定情報の登録楽曲に基づく選曲における歌詞表示形態の指定について図１
９を用いて説明する。ログインユーザは、図１４における楽曲詳細画面のマイソング追加
スイッチ５１７を選択することで、当該楽曲を個人設定情報に登録することができる。図
１９は、登録楽曲に基づく選曲画面であって、画面中の登録楽曲欄５２６には登録した楽
曲に関する曲名、歌手名、そして、歌詞設定スイッチが表示される。なお、モード変更ス
イッチ５２４を選択することで登録歌手に基づく選曲画面へ変更でき、表示順変更スイッ
チ５２５を選択することで所望の順序に登録楽曲欄５２６を並べ替えることができる。
【００７４】
　ユーザは登録楽曲欄５２６を選択して楽曲予約を行うこととなるが、歌詞設定スイッチ
を選択することで楽曲個別に歌詞表示形態を設定することができる。歌詞設定スイッチを
選択した場合、サブ画面、別画面に設定項目が表示され、ユーザは歌詞表示形態を個々の
楽曲毎に設定できる。このように、個人設定情報の登録楽曲毎に歌詞表示形態を設定して
おくことで、当該登録楽曲について、再生中や、予約時にユーザが指定しなくても歌詞表
示形態が指定されることとなる。そして、各楽曲別に歌詞表示形態を設定できるため、ユ
ーザは通常表記で歌唱できる楽曲と歌唱できない楽曲それぞれに応じた管理ができる。
【００７５】
　以上、歌詞表示形態を指定する各種指定手段について説明を行ったが、次に、これら各
種指定手段を用いた予約処理、再生処理、予約リスト変更処理について図２０～図２２を
用いて説明する。
【００７６】
　図２０はリモコン装置２００における楽曲予約処理を示すフロー図である。リモコン装
置２００において楽曲予約処理が開始されると（Ｓ１００）、ユーザ指示による各種選曲
モードに応じた選曲画面が表示される（Ｓ１０１）。選曲画面で楽曲が選択されると、ロ
グインユーザであるか否かが判断され（Ｓ１０３）、ログインユーザの場合は、Ｓ１０４
～Ｓ１０７にて個人設定情報に基づく歌詞表示形態の指定が行われた後、楽曲詳細画面に
移行し、ログインしていないユーザの場合はそのまま楽曲詳細画面に移行する（Ｓ１０８
）。
【００７７】
　個人設定情報に基づく歌詞表示形態の指定は、前述した処理にて行われるが、本実施形
態では図１７、図１８における指定に優先して図１９の楽曲別の指定が適用される。この
よう指定することで楽曲別に指定せずとも個人設定情報に基づいた指定がなされることに
なる。具体的には、まず、Ｓ１０２にて選択された楽曲について楽曲別の歌詞表示形態指
定があるか否かが判断され（Ｓ１０４）、指定があれば当該歌詞表示形態が指定され（Ｓ
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１０５）、指定された状態で楽曲詳細画面に移行する。一方、楽曲別指定が無い場合には
、図１７の歌詞設定、並びに、図１８の個人情報が設定されているかが判断される（Ｓ１
０６）。設定されていればこれら設定に基づいて歌詞表示形態が指定され（Ｓ１０７）、
指定された状態で楽曲詳細画面に移行する。
【００７８】
　楽曲詳細画面の表示（Ｓ１０８）では、図１４の楽曲詳細画面を表示し、歌詞形態指定
スイッチ欄５１８にて歌詞表示形態の指定を受け付ける。Ｓ１０５、Ｓ１０７で既に指定
されている場合には、指定された歌詞表示形態が設定された状態で表示される。ユーザは
、歌詞形態指定スイッチ欄５１８にて歌詞表示形態を指定した後（Ｓ１０９）、予約スイ
ッチ５１９を選択する（Ｓ１１１）ことで楽曲の予約を行う（Ｓ１１１）。具体的には、
リモコン装置２００からコマンダ３００へ、楽曲ＩＤと歌詞表示指定フラグを含んだ予約
コマンドが転送される。
【００７９】
　転送された予約コマンドは、コマンダ３００側の予約リストのエントリーに記述される
。では、次に予約リストに基づいて実行されるコマンダ３００の再生処理について図２１
を用いて説明する。電源投入により立ち上がったコマンダ３００は再生処理を開始する（
Ｓ２０１）。予約リストを参照し（Ｓ２０２）、まだ再生されていない待ち楽曲の有無を
監視し（Ｓ２０３）、待ち楽曲があればＳ２０４にて歌詞表示形態設定の有無を判断し、
歌詞表示形態が設定されていれば、当該歌詞表示形態に変更して（Ｓ２０５）楽曲情報の
再生を開始する。一方、歌詞表示形態が設定されていなければ、変更することなく再生を
開始する。
【００８０】
　楽曲情報の再生が開始されると、リモコン画面などによる歌詞表示形態の指定を監視す
る（Ｓ２０７）。再生中、指定があれば歌詞表示形態が変更される（Ｓ２０８）。楽曲情
報の再生が終了する（Ｓ２０９）と、再生ポインタを１つ進めた後（Ｓ２１０）、予約リ
ストの待ち楽曲の監視に戻る。以上がコマンダ３００における再生処理についての説明で
あるが、次に楽曲予約された後、予約リスト上の歌詞表示形態の指定を変更する場合につ
いて図２２のフロー図を用いて説明する。
【００８１】
　ここでは、予約した楽曲に対して歌詞表示形態を指定することができる予約リスト変更
処理について説明を行う。リモコン装置２００において予約リスト変更開始が指示される
（Ｓ３０１）と、リモコン装置２００はコマンダ３００に対して、まだ再生されていない
楽曲に関する予約リストを要求する。コマンダ３００から予約リストを取得したリモコン
装置２００は、予約リストに基づいて予約状況並びに歌詞表示形態の指定をリスト表示す
る（Ｓ３０６）。その際、ユーザに分かり易く表示するため楽曲リストを参照し、楽曲名
、歌手名など、これから再生される楽曲に関してのリスト表示が行われる。
【００８２】
　さらに、ログインユーザであるか否かに基づいたリスト表示を行うようにしてもよい。
具体的にはＳ３０３にて、予約リスト変更指示をしたユーザがログインユーザか、ゲスト
ユーザであるかを判別し、ログインユーザであれば予約リストから当該ログインユーザの
予約楽曲に関するリスト表示を行い（Ｓ３０５）、ゲストユーザであればゲストユーザの
予約楽曲に関するリスト表示を行う（Ｓ３０４）。このようなリスト表示によれば、ログ
インユーザについては他のユーザにより勝手に変更される心配がない。
【００８３】
　リスト表示された楽曲の中で、歌詞表示形態の指定入力が行われた際は（Ｓ３０７）、
当該楽曲の歌詞表示形態を指定して（Ｓ３０８）、コマンダ３００に予約リストの変更を
転送する（Ｓ３０９）。予約リスト変更終了が指示されると（Ｓ３１０）には、予約リス
ト変更処理を終了する（Ｓ３１１）。
【００８４】
　以上、図２０～図２２を用い、各種指定手段を用いた予約処理、再生処理、予約リスト
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変更処理について説明を行ったが、次に、変換辞書を参照して歌詞情報を表音表記形態に
変換する実施形態について図２３を用いて説明する。
【００８５】
　図２３は、歌詞表示処理の他の実施形態を説明する図であり、図８で説明した歌詞表示
処理と異なり、制御部３０１における歌詞選択読み出し処理に代え、歌詞読み出し処理と
歌詞変換処理を実行する形態となっている。読み出された歌詞情報は、記憶部３０５内の
変換辞書を参照して指定された歌詞表示形態に変換される。このように変換辞書を参照し
て歌詞情報を変換することで、図５のような歌詞情報中に表音表記形態についての情報を
持たない楽曲情報であっても歌詞表示形態の変更が可能となる。
【００８６】
　デュエット楽曲の歌詞情報では、色分けなどにより男声パート、女声パートを判別でき
るため、これらを判別することでパート別に歌詞表示形態を表音表記に変更することがで
きる。また歌詞中に使用される漢字は、複数の読み方をもつ場合や、辞書にも掲載されて
いない読み方をもつ場合がある。そのような場合に対処するため、変換辞書を参照しても
うまく変換できない漢字に対しては、予め表音表記形態を持たせておくように構成しても
よい。
【００８７】
　以上、表音表記形態としてローマ字表記を採用した場合の実施形態について説明を行っ
たが、本発明の表音表記形態はローマ字表記に限ったものではなく、図２４に示すような
、ひらがな、カタカナ、ハングル、ルビ付きなど各種表音表記形態を採用することができ
る。また、これら各種表音表記形態は１つのみならず複数種切り換え可能とし、様々な使
用言語のユーザのデュエット歌唱に対応することができる。
【００８８】
　以上、本発明の種々の実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態のみに
限られるものではなく、それぞれの実施形態の構成を適宜組み合わせて構成した実施形態
も本発明の範疇となるものである。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】本発明の実施形態に係るカラオケシステムを示した図。
【図２】本発明の実施形態に係るコマンダを示した図。
【図３】本発明の実施形態に係るリモコン装置の外観を示した図。
【図４】本発明の実施形態に係るリモコン装置の内部構成を示した図。
【図５】従来の各種楽曲情報の構成を示した図。
【図６】本発明の実施形態に係る各種楽曲情報の構成を示した図。
【図７】本発明の実施形態に係るリモコン画面を示した図。
【図８】本発明の実施形態に係る歌詞表示処理を示した図。
【図９】デュエット楽曲における歌詞の一部分を示した図。
【図１０】本発明の実施形態に係る男声パート、女声パートの歌詞表示例を示した図。
【図１１】本発明の実施形態に係る混声パートの歌詞表示例を示した図。
【図１２】本発明の実施形態に係る楽曲リストを示した図。
【図１３】本発明の実施形態に係る選曲画面を示した図。
【図１４】本発明の実施形態に係る楽曲詳細画面を示した図。
【図１５】本発明の実施形態に係る予約詳細画面における歌詞指定の例を示した図。
【図１６】本発明の実施形態に係る予約リストを示した図。
【図１７】本発明の実施形態に係る個人設定画面を示した図。
【図１８】本発明の実施形態に係る個人設定画面を示した図。
【図１９】本発明の実施形態に係る個人設定情報に基づく選曲画面を示した図。
【図２０】本発明の実施形態に係る楽曲予約処理を示したフロー図。
【図２１】本発明の実施形態に係る再生処理を示したフロー図。
【図２２】本発明の実施形態に係る予約リスト変更処理を示したフロー図。
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【図２３】本発明の他の実施形態に係る歌詞表示処理を示した図。
【図２４】本発明の実施形態に係る各種表音表記形態例を示した図。
【符号の説明】
【００９０】
　５０…通信網、６０…ルータ、７０…無線アクセスポイント、１００…ホスト装置、２
００…リモコン装置、２０１…リモコン制御部、２０２…リモコン通信部、２０３…指紋
読取部、２０４…リモコン記憶部、２０５…リモコン表示部、２０６…タッチ式センサ、
２０７…タッチパネル、３００…コマンダ、３０１…制御部、３０２…通信部、３０３…
フロントパネル表示部、３０４…表示制御部、３０５…記憶部、３０６…入力部、３０７
…音源部、３０８…ミキシング部、４０１…アンプ、４０２…スピーカ、４０３…マイク
ロフォン、４０４…ディスプレイ、４０５…スタイラス、５０１…対象機選択タグ、５０
２…テンキー、５０３…楽曲番号表示欄、５０４…再生操作スイッチ群、５０５…音程変
更スイッチ、５０６…速度変更スイッチ、５０７…歌詞表示形態変更スイッチ、５０８…
検索ワード入力欄、５０９…検索スイッチ、５１０…検索モードスイッチ、５１１…楽曲
表示欄、５１２…移動スイッチ、５１３…歌手名表示欄、５１４…楽曲名表示欄、５１５
…唄い出し表示欄、５１６…マイアーティスト追加スイッチ、５１７…マイソング追加ス
イッチ、５１８…歌詞形態指定スイッチ欄、５１９…予約スイッチ、５２０…機能選択ス
イッチ、５２１…歌詞設定スイッチ、５２３…性別設定スイッチ、５２４…モード変更ス
イッチ、５２５…表示順変更スイッチ、５２６…登録楽曲欄、６０１…女声パートの歌詞
、６０２…男声パートの歌詞、６０３…混声パートの歌詞

【図１】 【図２】
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【図１６】
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